
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

家庭教育サポート企業等オンライン交流会 

サポート企業ミーティング in おしま 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和４年３月 25 日（金）   10:45〜12:00 

会 場：オンライン（Zoom） 

 

主催：北海道教育委員会     主管：北海道教育庁渡島教育局 



 
 
 

  



北海道家庭教育サポート企業等オンライン交流会 
サポート企業ミーティング in おしま 開催要項 

 
１ ⽬ 的    渡島管内における家庭教育の⼀層の推進のため、北海道家庭教育サポート企

業等制度締結企業等を対象に、家庭教育に係る情報提供及び交流の場を設け、
本制度における取組の⼀層の活性化を図る。 

２ 主 催   北海道教育委員会（主管 北海道教育庁渡島教育局） 
３ 協 ⼒   渡島社会教育主事会 
４ ⽇ 時   令和４年３⽉ 25 ⽇（⾦）  10:45〜12:00   
５ 会 場   オンライン会議システム  Zoom 
６ 定 員   ９０回線 
７ 対 象   渡島管内の家庭教育サポート企業等制度締結企業 
        本交流会の趣旨を理解し、参加を希望する企業 
        渡島管内各市町教育委員会職員、教職員 
８ ⽇ 程 
  10:15           10:45     10:50                     11:00                    11:20                           12:00 

受付 
接続開始 開会 説明 実践発表 

学校 企業 情報交流 閉会 

 
９ 内 容 
 ①説 明 ：「学校の変化と、地域や企業に求められる⽀援」 
       説明者 ：北海道渡島教育局教育⽀援課義務教育指導班主査 井 ⽥ 昌 之 
 
 ②実践発表１：「学校と地域が連携した事例」 
       発表者 ：⼋雲町⽴落部中学校⻑ 古 舘   勉 ⽒ 
 

実践発表２：「我が社の地域貢献、家庭教育⽀援等の取組」 
       発表者 ：⼤鎌電機株式会社社⻑ ⼤ 鎌 幸 雄 ⽒ 
   
 ③情報交流 
       担当者 ：渡島教育局教育⽀援課社会教育指導班職員 
   
 

 
10 その他 

（１）本ミーティングで撮影した映像・写真等については、道教委 HP や報道、関連する研
修会等で活⽤させていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。 

  （２）参加料は無料です。参加に必要となるインターネットに接続できる環境、機器、通信
料等は参加者の負担となります。 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

第１部 開会 10:45〜10:50 

第２部 説明 10:50〜11:00 

 説明者 北海道教育庁渡島教育局教育支援課義務教育指導班主査 井 田 昌 之 

 内 容 学校の変化と、企業や地域に求められる支援  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

第３部 実践発表 11:00〜11:20 

 発表者 （学校）八雲町立落部中学校長    古 館   勉 様 

     （企業）大鎌電気株式会社代表取締役 大 鎌 幸 雄 様 



 
 
 
 
 

交流内容（例） 

・学校や行政と連携した家庭教育支援や青少年教育支援の実践 

・コロナ禍における子育て世代従業員への支援 

・子どもたちや地域のために今後取り組んでみたい活動、他の企業に呼びかけたい活動 

・企業同士が連携した、子どもたちのための活動 

・実践発表を聞いて、感想や質問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参加者からいただいた話題で、時間の関係で取り上げられなかった部分については、別の機会

を設けるなどの対応を想定しています。 

第４部 情報交流 11:20〜12:00 

 進 行 北海道教育庁渡島教育局教育支援課社会教育指導班 

 



北海道家庭教育サポート企業等制度実施要綱 

（平成１８年９⽉６⽇教育⻑決定） 
（平成２３年１⽉１８⽇⼀部改正） 
（平成２７年５⽉１４⽇⼀部改正） 
（平成３１年２⽉１５⽇⼀部改正） 

第１ 目的 
この要綱は、家庭教育を⽀援するための職場環境づくりに取り組む企業等が北海道教育委員会教 

育⻑と協定を締結し、相互に協⼒の上、北海道における家庭教育の⼀層の推進を図ることを⽬的と
する。 

 
第２ 取組内容 

北海道教育委員会教育⻑（以下「教育⻑」という。）と家庭教育の推進に関する協定（以下「協
定」という。）を締結する企業等（以下「協定締結企業等」という。）は、次に掲げる取組１から取
組４までのうちから１項⽬以上並びに取組５及び取組６のうちから１項⽬以上に取り組まなければ
ならない。 

  
取 組 項    ⽬ 取  組  概  要 

１ 職場の⼦育て環境づくり 従業員を対象に家庭教育の職場研修等を開催したり、家庭教育
に関する資料等を掲示したりするなど、企業等が家庭教育の推進
や子育てを支援するための環境づくりの取組を進める。 

２ 職場⾒学や職場体験の実施 子どもたちを対象とした職場見学や職場体験を実施するなど、働
くことの意義について考えたり、話し合う機会をつくるための取組を
進める。 

３ 地域⾏事への協⼒・⽀援 子どもたちが参加する地域行事の企画・運営を行ったり、物的・
人的な協力を行うなど、企業等が地域住民の一員として地域行事
への協力・支援を行うための取組を進める。 

４ 学校⾏事への参加促進 従業員が参観日等の学校行事へ参加することができるように、企
業等が従業員に対して働きかけを行ったり、休暇を取りやすくする
ための職場環境づくりの取組を進める。 

５ ⽣活リズム向上の取組 従業員の家庭において、子どもが早寝、早起きをし、親子で朝ご
はんをとるように働きかけを行うなど、子どもの生活リズムを向上させ
るための取組を進める。 

６ 「道⺠家庭の⽇」等の普及 従業員に対して毎月第3日曜日の｢道民家庭の日｣や毎月第1・3
日曜日の「ノーゲームデー」、毎年11月１日の「北海道教育の日」
を普及・啓発するとともに、「道民家庭の日」や「ノーゲームデー」は
家族の団らんの日として、職場の行事等を実施しない取組を進め
る。 

 
第３ 協定の申込み 

企業等は、協定の申込みをするときは、北海道家庭教育サポート企業等制度申込書（別記第１号
様式）及び北海道家庭教育サポート企業等制度取組計画書（別記第２号様式）を教育⻑に提出しな
ければならない。 

 
第４ 協定の締結 

１ 教育⻑は、企業等から第３に規定する申込みがあった場合で、当該申込みの内容が適正である
と認めたときは、北海道家庭教育サポート企業等制度協定書（別記第３号様式。以下「協定書」
という。）により速やかに当該企業等と協定書を締結するものとする。 

２ 教育⻑は、前記１により企業等と協定を締結した場合、北海道家庭教育サポート企業等登録簿
（別記第４号様式）に該当企業等の名称を登録し、その旨を公表するものとする。 

３ 企業等は、前記１により教育⻑と協定を締結した場合は、当該企業等の従業員にその旨を周知
するものとする。 

 
第５ 協定の期間 

協定の期間は、協定締結の⽇から起算して２年を経過した⽇の属する年度の末⽇までとする。た 



だし、期間満了時に協定締結企業等から申し出がない場合は、同⼀の条件で更新するものとする。 

第６ 取組の支援 
教育⻑は、協定締結企業等から当該企業等の家庭教育に対する取組に関し、申出があった場合は、 

次に掲げる⽀援を⾏うことができる。 
１ 協定締結企業等の家庭教育に関する取組を教育委員会が所管するホームページ等に掲載するこ

と。 
２ 家庭教育に関する啓発資料を協定締結企業等に配布すること。 
３ 協定締結企業等が従業員のために開催する職場研修等に講師を派遣すること。 

第７ 取組状況の報告 
協定締結企業等は、北海道家庭教育サポート企業等制度取組状況報告書（別記第５号様式）によ

り、当該年度の取組状況を毎年度終了後３０⽇以内に教育⻑に報告するものとする。 
 
第８ 協定内容の変更 

協定締結企業等は、次に掲げる協定内容に変更があった場合、北海道家庭教育サポート企業等制
度協定内容変更届出書（別記第６号様式）により、その旨を届け出なければならない。 

 １ 企業名 
 ２ 住所 
 ３ 業務内容 
 ４ 電話 
 ５ ＦＡＸ 
 ６ Ｅ-mail 
 ７ 公式ホームページＵＲＬ 

第９ 協定の解除 
１ 協定締結企業等は、申出により協定を解除することができる。 
２ 協定締結企業等が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、教育⻑は、協定を解除し、そ

の旨を公表することができる。 
（１）協定書に定める取組を履⾏していない、⼜は怠っていると認めたとき。 
（２）（１）に掲げる場合のほか、協定に違反し、その違反により協定の⽬的を達しがたいと認め

たとき。 
（３）上記のほか、信⽤失墜⾏為があったと認めたとき。 

第10 協定書の返還 
第９の１及び２により協定が解除された場合は、協定締結企業等は、速やかに協定書を教育⻑に
返還しなければならない。 

 
第11 その他 

 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施⾏に関し必要な事項は、⽣涯学習推進局⻑が別に定
める。 

 
   附 則 
この要綱は、平成１８年９⽉６⽇から施⾏する。 

附 則 
この要綱の⼀部改正は、平成２３年１⽉１８⽇から施⾏する。 

附 則 
この要綱の⼀部改正は、平成２７年５⽉１４⽇から施⾏する。 

附 則 
この要綱の⼀部改正は、平成３１年２⽉１５⽇から施⾏する。 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北海道教育委員会 

北海道家庭教育サポート企業等制度 
締結企業一覧【渡島管内】 

（令和４年２月 28 日現在  敬称略） 

㈱亀田葬儀社 
クラブカットＥ'（イイダッシュ） 
サカエ美容室 
㈲建築設計セリオ 
手づくりパンの家ムックル 
㈱さきえだ塗装 
函館三菱ふそう自動車販売㈱ 
ジブラルタ生命保険(株) 函館支社函館第一営業所 
ジブラルタ生命保険(株) 函館支社函館第三営業所 
㈱エム・クリエイティブ 
㈱宮一工業 
㈱ケイソー 
㈲大谷石材 
名美興業㈱ 
㈱サンアール 
㈱佐々木事業所 
㈱テーオーデパート 
㈱北海道銀行 函館支店 
㈱北海道銀行 函館駅前支店 
㈱北海道銀行 十字街支店 
㈱北海道銀行 亀田支店 
㈱北海道銀行 東山支店 
㈱北海道銀行 美原支店 
㈱北海道銀行 湯川支店 
㈱近藤商会 
㈱五島軒 
函館商工信用組合 
函館山ロープウェイ㈱ 
函館バス㈱ 
㈱函館酪農公社 
一般財団法人 北海道国際交流センター 
おんじき庭本㈱ 
トーショウコーポレーション㈱ 
㈱トーショウビルサービス 
㈱ＮＡアーバンデベロップメント 
㈱エスイーシー 
㈱菅原組 
㈱富士サルベージ 
潮産業㈱ 
第二物産㈱ 
函館圏フリースクールすまいる 
㈱丸伊小林建設 
㈱薄田測量設計事務所 
㈱ニューメディア函館センター 
函館市亀田農業協同組合 
大明工業㈱ 
㈱キタジマ 
㈱ヒトココチ 
㈱ツカサ技研 
三浦商会  
北海道ガス㈱ 函館支店 
アース測量設計㈱ 
函館湯の川温泉旅館協同組合 
㈱丸義藤本組 
函館蔦屋書店㈱ 
学校法人野又学園 函館大学 

学校法人野又学園 函館短期大学 
学校法人野又学園 函館看護専門学校 
学校法人野又学園 函館歯科衛生士専門学校 
学校法人野又学園 函館短期大学付設調理製菓専門学校 
学校法人野又学園 函館大学付属有斗高等学校 
学校法人野又学園 函館大学付属柏稜高等学校 
学校法人野又学園 函館短期大学付属幼稚園 
学校法人野又学園 函館自動車学校 
㈱テーオーリテイリング ジャンボイエロー港店 
㈱テーオーリテイリング ジャンボイエロー金堀店 
㈱テーオーリテイリング ジャンボイエロー亀田店 
㈱テーオーリテイリング イエローグローブ豊川店 
㈱テーオーリテイリング イエローグローブ南茅部店 
㈱北洋銀行 函館中央支店 
㈱北洋銀行 末広町支店 
㈱北洋銀行 万代町支店 
㈱北洋銀行 五稜郭公園支店 
㈱北洋銀行 湯川支店 
㈱北洋銀行 美原支店 
㈱北洋銀行 日吉支店 
㈱北洋銀行 桔梗支店 
㈱アサヒ商会 
㈱アサヒ商会 函館パークカントリークラブ 
㈱アサヒ商会 亀田給油所 
㈱アサヒ商会 大門給油所 
㈱アサヒ商会 深堀給油所 
㈱アサヒ商会 時任給油所 
㈱アサヒ商会 桔梗給油所 
㈱アサヒ商会 石川給油所 
函館日産自動車㈱ 本社 
函館日産自動車㈱ 石川店 
函館日産自動車㈱ 亀田本町店 
函館日産自動車㈱ 神山店 
函館日産自動車㈱ クエスト 5 
㈲魚長 本社 
㈲スーパー魚長 八幡通り店 
㈲スーパー魚長 生鮮乃木市場 
㈲スーパー魚長 東山店 
㈲スーパー魚長 湯浜店 
㈲スーパー魚長 宝来店 
㈲スーパー魚長 本通店 
㈲魚長 生鮮げんき市場 赤川店 
㈲魚長 生鮮げんき市場 日吉店 
㈲魚長 生鮮げんき市場 大川店 
㈲魚長 生鮮げんき市場 亀田港店 
㈲魚長 生鮮げんき市場 上湯川店 
㈲魚長 生鮮げんき市場 昭和店 
㈲魚長 生鮮げんき市場 榎本店 
渡島信用金庫 函館支店 
渡島信用金庫 五稜郭支店 
渡島信用金庫 亀田支店 
ファーストナレッジ㈱ 
㈱タザキトーヨー住器 
㈲アースフレンド・ハシモト 
㈱吉田食品 
ラッキー衣料館 ひとみ店 
ラッキー衣料館 美原店 

函館市（126 者） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日東電気工事㈱ 
大鎌電気㈱ 
エコー保険㈱ 
一般社団法人 こだま相続センター 
㈲干山石材 
道南うみ街信用金庫 本部 
道南うみ街信用金庫 函館支店 
道南うみ街信用金庫 函館中央営業部 
道南うみ街信用金庫 ばんだい支店 
道南うみ街信用金庫 亀田支店 
道南うみ街信用金庫 湯川支店 
道南うみ街信用金庫 えさん支店 
道南うみ街信用金庫 中道支店 

北斗市（18 者） 

新函館農業協同組合 
㈱石田文具 
社会福祉法人 侑愛会 
北斗市商工会 
㈱北洋銀行 七重浜支店 
㈲スーパー魚長 久根別店 
㈲スーパー魚長 七重浜店 
㈲スーパー魚長 大野店 
澤田建設㈱ 
渡島信用金庫 大野支店 
渡島信用金庫 上磯支店 
澤田商事㈱ 
㈲宮崎新聞販売所 
㈱石崎公益社 
㈲オサガワ食品 
㈱ワタナべホームズ 
道南うみ街信用金庫 七重浜支店 
道南うみ街信用金庫 北斗支店 

森町（７者） 

㈱ニチレイフーズ 森工場 
㈱ハルキ 
特定非営利活動法人「森の仲間たち」 
㈱テーオーリテイリング イエローグローブ森店 
㈱北洋銀行 森支店 
函館日産自動車㈱ 森店 
渡島信用金庫 本店 

鹿部町（10 者） 

㈲イリエ船橋水産 
大沢商店 
セイコーマート 鹿部店 
鹿部環境管理㈲ 
自然食＆喫茶 夢紀行 
セブンイレブン 鹿部町店 
鹿部漁業協同組合 
㈱丸鮮 道場水産 
㈱北海道スカラップ 
渡島信用金庫 鹿部支店 
 

七飯町（8 者） 
㈱八晃建設 認定こども園どんぐり 
㈱八晃建設 
㈱はこだてわいん 
㈱テーオーリテイリング イエローグローブ七飯店 
㈲スーパー魚長 桜町店 
㈲魚長 生鮮げんき市場 希望ヶ丘店 
渡島信用金庫 赤松街道支店 
道南うみ街信用金庫 七飯支店 
 

東陽建設㈱ 
㈱吉川建設 
ツバメ工業㈱ 
㈱イチヤママル長谷川水産 
㈱イチヤママル長谷川水産 入沢工場 
㈱ハルミフーズ 
㈲ミノリ商事 
㈱北洋銀行 八雲支店 
館脇電気工業㈱ 
㈱アサヒ商会 八雲給油所 
函館日産自動車㈱ 八雲店 
渡島信用金庫 八雲支店 
道南うみ街信用金庫 熊石支店 

八雲町（13 者） 

長万部町（９者） 

㈱テーオーリテイリング イエローグローブ長万部店 
㈲赤塚商会 
丸金旅館 
まるはな生花店 
㈱北洋銀行 長万部支店 
カットハウス 髪切虫 
㈲石垣自動車商会 
㈲井下兄弟自動車 
学校法人函館カトリック学園 長万部マリア幼稚園 

木古内町（５者） 

蕎麦処 瑠瞳 
㈱北海道銀行 木古内支店 
北島製パン㈱ 
㈱テーオーリテイリング イエローグローブ木古内店 
道南うみ街信用金庫 木古内支店 

知内町（４者） 

㈱ガイアートＴ・Ｋ 
㈲大翔建設 
三和建設工業㈱ 
道南うみ街信用金庫 知内支店 

福島町（５者） 

中塚建設㈱ 
吉岡砕石工業㈱ 
吉岡商事㈱ 
㈱テーオーリテイリング イエローグローブ福島店 
道南うみ街信用金庫 福島支店 

松前町（７者） 

㈲ニシモク 
㈱テーオーリテイリング イエローグローブ松前店 
㈱北洋銀行 松前支店 
㈱中村屋 
㈲シントソウ 
㈱西沢工務店 
道南うみ街信用金庫 松前支店 

渡島管内締結企業数  ２１2 者 
（令和 4 年 2 月 28 日時点） 



 
 
 
 
 
 
 

北海道教育委員会 


